
成 31 度 4 月教育委員会議定例会議 日程 

 

日 時 成 31 4月 19 日 金  

 午前 9 時 30分よ  

場 所 民センタ 2Aクラブ  

 

 開会 言 

 

 署名委員 指名 

 

 職員紹介 

 

 教育長 務報告 

 

 付議 項 

議案第 号 宮 立小中学校普通教 等空調機設置工 請負契約について 

議案第 号 宮 教科用図書採択検討委員会委員 委嘱について 

議案第 号 宮 立 小学校及び中学校 通学地域に関す 規則 一部を改正す

規則について 

議案第 号 学校運営協議会委員 委嘱について 

 

 報告 協議 項 

各種要綱 制定改廃について 報告 資料Ｎｏ．  

宮 立学校再配置実施計 素案 について 

そ 他 

 

  次回教育委員会議予定 

 

 閉会 言 

 

 

 

 

 

※資料中 元号について 元号改正 に伴い 便宜上元号表記を 成 とし  

成 31 5月以降 新元号に読 替え す  





















生涯学習 ツ班

月／日 曜日 会 議 行 事 等 開 催 場 所 定員 参加人数

4/11 木
ツ推進委員連絡協議会委嘱式
ツ推進委員連絡協議会

ン
ﾃｨ ｸ ﾙ

20人 16人

4/12 金 青少 指導員連絡協議会
ン

ﾃｨ ｸ ﾙ
19人 14人

4/13 土 PTA役員研修会
ン

ﾃｨ ｸ ﾙ 2
－ 38人

4/16 火
民大学講座
やさしく描く写仏入門

ン
ﾃｨ ｸ ﾙ 1

20人

生涯学習 ツ班

月　日 曜日 主 会議 行事等 開催場所 開始時間

4/19 金
青少 環境浄化推進員委嘱式
環境浄化

ﾗﾃ ｨ ﾃｨ ｸ ﾙ
内

15:00

4/20 土 子 も会指導者 青少 指導員合同研修会
ン

ﾃｨ ｸ ﾙ 2
13:30

4/25 木 ツ推進委員連絡協議会
ン

ﾃｨ ｸ ﾙ 1
19:15

4/28 日
青少 指導員連絡協議会主催事業

楽しく学ぼう野外炊事
一色防災ｺ ｭﾆﾃｨｾ ﾀ 9:30

丹沢 ェ 竹岡健輔　硝子作品
展

ふたみ記念館 10:00

第7回　 展 生涯学習 ン 自主企 ン
展示ギャ

13:00

ワ の花飾りを作ろう！
展同時開催

ン
ﾃｨ ｸ ﾙ 2

13:30

5/11 土
子 もチャ ン 教室

母の日講座　手作りカ ネ ョンを ゼン
しよう

ン　 ﾃｨ ｸ ﾙ 13:30

5/15 水 社会教育委員会議 ン　 ﾃｨ ｸ ﾙ 13:30

5/17 金 環境浄化 内 15:00

5/19 日 子 も会指導者 青少 指導員合同研修会
ン

ﾃｨ ｸ ﾙ 2
13:30

生涯学習課事業予定 成31 4月19日～ 成31 5月22日

生涯学習課事業報告 成31 3月27日～ 成31 4月18日

5/11 土 ～
12 日

4/29 月 祝
～5/31 金



月日 曜日 主 会議 行 等 開催場所等 参加者数等

4/3 水 修理ボ ン ボ ン ム 人8冊

4/10 水 ちいち いお し会 図書館お し
子 名
大人 名

4/14 日 図書 サ ク コ ナ 図書館 冊

4/17 水 ブックスタ 子育 健康課 共催 保健センタ 組

4/17 水 修理ボ ン ボ ン ム 人 冊

4/18 木 修理ボ ン ボ ン ム 人 冊

4/18 木 託児サ ビス ン保育室 人

図書館
 人
 

時間 分

月日 曜日 主 会議 行 等 開催場所等 開始時間

4/19 金 わ うた あそぼう 未就園児 そ 親 ン和室
～
～

4/20 土 お し会 お がみあそび 図書館お し ～

5/1 水 修理ボ ン ボ ン ム ～

5/12 日 図書 サ ク コ ナ 図書館 ～

5/15 水 ちいち いお し会 図書館お し ～

5/15 水 修理ボ ン ボ ン ム ～

5/16 木 修理ボ ン ボ ン ム ～

5/16 木 託児サ ビス ン保育室 ～

5/17 金 わ うた あそぼう 未就園児 そ 親 ン和室

5/18 土 お し会 お がみあそび 図書館お し

宮町図書館 学校図書館連絡会議

※書架整理ボ ン 活動日 原則　毎週火曜日 土曜日　　 ～

生涯学習課 業報告 成 月 日～ 成 月 日

図書館班

書架整理ボ ン
　～ 　　　活動日数 日

生涯学習課 業予定 成 月 日～ 成 月 日

図書館班



議案第 号 

 

二宮町立の小学校及び中学校の通学地域に関する規則の一部を改正する規則につい

て 

 

成 １ 月１９日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町立の小学校及び中学校の通学地域に関する規則について 所定の改正を行

うため提案する  

 

 

 

 

 

 



. 
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二宮町立 小学校及び中学校 通学区域に関する規則 部を改正する規則 

 

二宮町立 小学校及び中学校 通学区域に関する規則 昭和40年二宮町教育委員会規則

第15号 部を次 うに改正する  

第 条中 別表 次に 及び別図 を加える  

別表を次 うに改める  

別表 第 条関係  

通学区域名 通学区域 備考 通称地区名  

小学校 

二宮小学校通学区 大字二宮 富士見 丘

目 富士見 丘二

目 富士見 丘 目

松根 山西 部 

元町北 元町南 町 中町

町 富士見 丘 富士見

丘 富士見 丘 松根 梅

沢 

色小学校通学区 大字 色 百合 丘

目 百合 丘 目 百

合 丘 目 緑 丘

目 緑 丘二 目 緑

丘 目 

色 百合 丘 百合 丘

百合 丘 緑 丘 

山西小学校通学区 大字中里 中里二 目

山西 部 川匂 

中里 越地 釜野 茶屋 川匂 

中学校 

二宮中学校通学区 大字二宮 富士見 丘

目 富士見 丘二

目 富士見 丘 目

松根 山西 部

色 緑 丘 目 緑

丘二 目 緑 丘 目 

元町北 元町南 町 中町

町 富士見 丘 富士見

丘 富士見 丘 松根 梅

沢 色 緑 丘 
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二宮西中学校通学区 大字山西 部 川匂

百合 丘 目 百合

丘 目 百合 丘

目 中里二 目 

越地 茶屋 釜野 川匂 百合

丘 百合 丘 百合 丘

中里 

別表 次に次 別図を加える  
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別図 第 条関係  
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附 則 

こ 規則 公布 日 施行する  
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  宮町立 小学校及び中学校 通学区域 関す 規則 部を改正す 規則 新旧対照表  

改正後 改正前 

第 条 宮町立 小学校及び中学校 以 小・中学校 と言う 通学区域

別表及び別図 とお とす  

別表 第 条関係  

通学区域名 通学区域 備考 通称地区名  

小学校 

宮小学校通学区 大字 宮 富士見が丘

目 富士見が丘

目 富士見が丘 目

松根 山西 部 

元町北 元町南 町 中町

町 富士見が丘 富士見が

丘 富士見が丘 松根 梅

沢 

色小学校通学区 大字 色 百合が丘

目 百合が丘 目 百

合が丘 目 緑が丘

目 緑が丘 目 緑

が丘 目 

色 百合が丘 百合が丘

百合が丘 緑が丘 

山西小学校通学区 大字中里 中里 目

山西 部 川匂 

中里 越地 釜野 茶屋 川匂 

中学校 

宮中学校通学区 大字 宮 富士見が丘

目 富士見が丘

目 富士見が丘 目

松根 山西 部

色 緑が丘 目 緑が

丘 目 緑が丘 目 

元町北 元町南 町 中町

町 富士見が丘 富士見が

丘 富士見が丘 松根 梅

沢 色 緑が丘 

宮西中学校通学区 大字山西 部 川匂

百合が丘 目 百合が

丘 目 百合が丘

目 中里 中里 目 

越地 茶屋 釜野 川匂 百合

が丘 百合が丘 百合が丘

中里 

第 条 宮町立 小学校及び中学校 以 小・中学校 と言う 通学区域

別表 とお とす  

別表 

( ) 小学校 

通学区域名 通学区域 含ま 地区 

宮小学校通学区 
大字 宮地区 富士見が丘 目 富士見が丘 目 富士見

が丘 目 松根地区及び大字山西 うち梅沢地区 

色小学校通学区 
大字 色地区及び百合が丘 目 百合が丘 目 百合が丘

目地区 緑が丘 目 緑が丘 目 緑が丘 目地区 

山西小学校通学区 
大字中里地区 中里 目地区 大字山西 うち越地 釜野

茶屋地区及び大字川匂地区 

備考 

百合が丘 目地区 ついて 天災そ 他特別 情が い限 通学区域 変

更 し い  

( ) 中学校 

通学区域名 通学区域 含ま 地区 

宮中学校通学区 

大字 宮地区 富士見が丘 目 富士見が丘 目 富士見

が丘 目 松根地区 大字山西 うち梅沢地区及び大字 色

地区 緑が丘 目 緑が丘 目 緑が丘 目地区 

宮西中学校通学区 

大字山西 うち 越地 茶屋 釜野地区 大字川匂地区百合が

丘 目 百合が丘 目 百合が丘 目地区及び大字中里

地区 中里 目地区 
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改正後 改正前 

 

＿＿ 

別図 第 条関係  

 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 



議案第 号 

 

学校運営協議会委員の委嘱につい  

 

成 月 ９日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

二宮町立山西小学校の学校運営協議会委員につい 成 月 日ま

の委嘱を提案する   

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

 



担当課名 教育総務課

各種委員名 学校運営協議会委員 山西小学校

氏     名 発令 月日 任期
備考

新任の場合記載

1 蓮實　茂夫

2 阿部　正昭

3 山中　美 紀

4 小林　貴利

5 柴 　かよ

6 泉　直英

7 山下　浩之

成31 4月1日 成32 3月31日 新任
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宮町特別支援教育就学奨励費交付要綱 

 

目的  

第 条 要綱 特別支援学校へ 就学奨励 関 法 昭和29 法

第144号 趣旨 基 学校教育法 昭和22 法 第26号 第81条第 項

規定 小学校又 中学校 特別支援学級 特別支援学級 いう

就学 児童及び生徒 児童生徒 いう 保護者 経済的 負

担を軽減 特別支援教育 普及奨励を図 特別支援教育就学奨励費

就学奨励費 いう を交付 関 必要 項を定

  

交付対象者  

第 条 要綱 就学奨励費を交付 対象者 宮町立 小学校及

び中学校 特別支援学級 在籍 児童生徒 保護者 生活保

護法 昭和25 法 第144号 第12条 規定 生活扶助若 く 同法第13

条 規定 教育扶助 交付 行わ い 者又 宮町児童生徒就学援

助費交付要綱 成29 12 8日施行 規定 児童生徒就学援助費 交

付を い 者を除く  

種類及び金額等  

第 条 就学奨励費 種類及び金額 別表  

入額・需要額調書 提出  

第 条 第 条 掲 交付対象者 該当 者 特別支援教育就学奨励費

入額・需要額調書 別記様式 調書 いう を記入

学校長を経由 宮町教育委員会教育長 教育長 いう 提出

そ 日現在 宮町 住民登録 い者

資料 No.  
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住所地 世帯全員分 市町村民税課税 非課税 証明書を添付

 

 前項 調書 提出 教育長 指定 期日 期日 いう ま

行う  

決定  

第 条 教育長 前条 規定 提出さ 調書 基 特別支援学校

へ 就学奨励 関 法 施行 第 条 規定 基 く保護者等 属 世

帯 入額及び需要額 算定要領 算定 入額 需要額 割合を審

査 次 各号 掲 区分を決定 当該保護者及び学校長 通知

 

保護者 属 世帯 入額 特別支援学校へ 就学奨励 関 法

施行 昭和 政 第 号 第 条第 号 規定 入額をいう

次号 い 同 同条第 号及び第 号 該当 者 

保護者 属 世帯 入額 特別支援学校へ 就学奨励 関 法

施行 第 条第 号 該当 者 

 交付開始日 期日ま 調書 提出 あ 者 い 日

途中 調書 提出 あ 者 い そ 提出日を 交付開

始日  

 決定 効期間 第 項 規定 決定 日 属 内  

交付  

第 条 就学奨励費 前条 規定 交付 決定さ 児童生徒 保護者

給者 いう 指定 金融機関 預金口 へ振 込

交付  

 途中 交付 開始さ 保護者 対 交付限 額 次

 

給食費 交付開始日 日割 計算 額 

修学旅行費 校外活動費 交付開始日 実施さ 額 

学用品・通学用品購入費及び新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
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交付開始日 翌 日 割 計算 額 新入学児童生

徒学用品・通学用品購入費 当初 特別支援学級 就学 者を

対象 途中 特別支援学級 就学 者 い 支給 い  

報告義務  

第 条 給者 第 条 規定 提出 内容 変更 生 場合

や 教育長 報告 い  

返還  

第 条 教育長 給者 次 各号 い 該当 決定を

消 又 既 交付 就学奨励費 全部若 く 一部 返還を命

 

( ) 偽 そ 他不正 行為 就学奨励費 交付を  

( ) 就学奨励費 交付 当 教育長 付 条件 違 又 就学奨

励費をそ 目的 外 使用  

学校長 責務  

第 条 学校長 児童生徒 給食費 就学奨励費 交付対象 学校行

参加 無 費用及び就学奨励費交付額決定 係 資料を教育長 報告

い  

 補則  

第10条 要綱 定 ほ 就学奨励費 交付 関 必要 項

別 定  

 

附 則 

 要綱 成31 4 1日 施行  
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別表 第 条関係  

就学奨励費 種類及び金額 額  

 

 

 

区分 小・中等 別 交付額 交付限 額 対象者区分 

学用品・通学用品購入

費 

小学校 

実費 半額 

各

い 文部科

学省 定

額を 限

 第 条第 項第

号 規定

者 う 就学奨

励費 交付 決

定さ 者 

中学校 

新入学児童生徒学用品 

・通学用品購入費 

小学校 1 生 

実費 半額 

中学校 1 生 

体育実技用具費 

中学校 柔

道  
実費 半額 

中学校 剣

道  
実費 半額 

校外活動費 

小学校 

実費 半額  

中学校 

修学旅行費 

小学校 

実費 半額  

中学校 

給食費   

小学校 

実費 半額  

中学校 
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別記様式 第 条関係  
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   宮町英語検定奨励金交付要綱 

 

 趣旨  

第 条 こ 要綱 宮町立中学校 在学 生徒 グロ バル化 対応 英

語力を身 付け う 英語 対 興味 関心を高 学習意欲 向 を

予算 範 内 い 宮町英語検定奨励金 以 奨励金 いう｡

を交付 こ い 必要 項を定  

 定義  

第 条 こ 要綱 い 英語検定 公益財団法人日本英語検定協会 以

協会 いう｡ 実施 実用英語技能検定をいう  

 奨励金 対象  

第 条 奨励金 交付 対象 者 以 対象者 いう 宮町立中学校

在学 生徒 保護者 当該生徒 在籍 宮町立中学校 校長 以 校

長 いう 当該生徒 英語検定 級 験申込みを 者 協

会 検定料免除 適用さ 席理由以外 理由 験当日 席 生徒

保護者及び既 対象者 者 除く  

 奨励金 額等  

第 条 奨励金 額 英語検定 級 検定料 額  

 奨励金 交付 当該 度 第 回 第 回 英語検定 対 行う

生徒 人当 宮町立中学校在学中 回  

 交付申請) 

第 条 対象者 奨励金 交付 係 一 務を校長 委任  

 校長 前項 規定 委任を け 対象者 英語検定申込書兼委任

状 第 号様式 を徴  

 前項 規定 委任を け 校長 宮町英語検定奨励金交付申請書 第

号様式 宮町英語検定奨励金交付対象 験志願者内訳書 第 号様式 を添え

町長 提出 け い  

 交付決定) 

第 条 町長 前条 規定 申請 あ そ 内容を審査 交付決

定を行い 宮町英語検定奨励金交付決定通知書 第 号様式 校長 通

知  

 奨励金 請求  



2 

 

第 条 前条 規定 奨励金 交付決定通知を け 校長 宮町英語検定奨

励金交付請求書 第 号様式 奨励金 支払を町長 請求  

 町長 前項 規定 請求を け 奨励金 交付 代え 当該奨励金

交付対象 験志願者 検定料を直接協会 支払う  

 実績報告  

第 条 校長 英語検定終了後 30 日以内 宮町英語検定奨励金交付実績報告

書 第 号様式 を町長 提出 け い  

 交付決定 消 等  

第 条 町長 対象者 各号 い 該当 場合 奨励金 交付 決

定 全部又 一部を 消 こ  

 第 条 規定 対象者 認 く  

 偽 そ 他不 手段 奨励金 交付を け  

 そ 他町長 不適当 認  

 町長 前項 規定 奨励金 交付 決定 全部又 一部を 消 場合

第 条第 項 規定 当該対象者 委任を け 校長 対 そ 旨を

通知  

 奨励金 返還  

第 10 条 町長 前条 規定 奨励金 交付 決定を 消 場合 い

奨励金 当該 消 係 部 関 既 奨励金 交付さ い 第

条第 項 規定 検定料 協会 支払わ い 校長を通

当該対象者 対 30 日以内 当該奨励金相当額 返還を求  

 関係書類 整備等  

第 11 条 奨励金 交付を け 校長 奨励金 交付 係 関係書類等収支を明

書類を整備 交付 業完了 度 翌 度 起算 間 当該書類

を保存 け い  

 そ 他  

第 12 条 こ 要綱 定 ほ 奨励金 交付 関 必要 項 別 定

 

 

附 則 

 施行期日  

 こ 要綱 公表 日 施行  

宮町英語検定奨励金交付要綱 廃  

 宮町英語検定奨励金交付要綱 成 24 宮町教育委員会告示 12 号 廃  
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第１号様式 第５条関係  

 

 宮町立   中学校 

 校長        様 

 

英語検定申込書 兼 委任状 

 

 宮町英語検定奨励金交付対象 英語検定３級 第 回 本会場実施 受験 申し込 す  

 在籍す 宮町立   中学校校長 宮町英語検定奨励金 交付 係 一切 務

委任し す  

 

     年  月  日 

 

                       申請者(保護者) 

                        住所                 

                        氏名               ㊞  

                       生 徒 

                          年  組  番 

                        氏名                 

生年月日      年  月  日  

 

 

一 試験免除申請者 こ 一 試験合格時 内容 記入し く さい  

年度 回 級 受験地番号 一 試験合格時 個人番号 

年度 第  回 ３級            

＜申し込 あ 注意 項＞ 

 ※申し込 後 交付対象 く 場合 検定料(本会場受験料) 宮町 支払い

い す  

  ※受験当日 席 い 場合以外 交付対象 せ  

  自然災害等 公共交通機関 運休や遅延 受験 場合  

  インフルエンザ等 学級・学年・学校閉鎖 場合  

  申し込 後 学校行 や公式大会等 日程 試験日 重 場合 学校 部活動 し

出場 限 練習試合や地域 活動等 参加す 場合 不可｡  

※ ～ 以外 理由 席 い 交付対象 せ 検定料 後日 支

払いい す  
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第 号様式 第５条関係  

 

                       年  月  日  

 

 二宮町長       様 

 

                      申請者 

                       住所 中郡二宮町 

          二宮町立  中学校長        印  

 

 

二宮町英語検定奨励金交付申請書 

 

 二宮町英語検定奨励金 ついて 次のとお 交付くださ よう 二宮町英語検定奨励金交付要

綱第５条第 項の規定 よ 奨励金交付対象受験志願者 訳書を添えて申請します  

 

記 

 

  対象と 英語検定       年度  第  回 級 

 

 

  対象と 生徒数     本会場実施    人 

 

 

  奨励金交付申請額     金           



二宮町立 中学校

年度

第 回英語検定

学年 組 番号 生　徒　氏　名 生年月日 検定料( )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

※

5

第３号様式 第５条関係

二宮町英語検定奨励金交付対象受験志願者 訳書

合　　計

在学中 既 奨励金の交付を受け 生徒 、再度申請し い い チェックし 上 御提出く さい｡
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第４号様式 第６条関係  

 

                                           

         年  月  日  

 

 二宮町立   中学校 

 校長        様 

 

 二宮町長         

 

 

二宮町英語検定奨励金交付決定通知書 

 

    年 月 日付け 申請がありました二宮町英語検定奨励金につい 二宮町英語検定奨 

励金交付要綱第６条の規定により 次の おり交付決定しましたの 通知します  

 

記 

 

 交付決定額        金            円 
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第５号様式 第７条関係  

 

                       年  月  日  

 

 二宮町長      様 

 

                      住所 中郡二宮町 

          二宮町立  中学校長        印  

 

 

二宮町英語検定奨励金交付請求書 

 

  年 月 日付 交付決定がありました二宮町英語検定奨励金 つい 二宮町英語検定奨励

金交付要綱第７条第 項 規定 より 次 おり請求します  

 お 二宮町英語検定奨励金交付要綱第７条第 項 規定 より 支払先 公益財団法人日

本英語検定協会 ります  

 

 

記 

 

請求金額        金          円 

 

 

 

 

 

 

 

振込先 

金融機関    

当座預金 

預金口座番号  

口座名義人   
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第６号様式 第８条関係  

 

                        年  月  日  

 

 二宮町長     様 

 

                      住所 中郡二宮町 

          二宮町立  中学校長        印  

 

 

二宮町英語検定奨励金交付実績報告書 

 

 このことについて 二宮町英語検定奨励金交付要綱第８条の規定によ のとお 報告しま

す  

 

記 

 

   年度 第  回 実用英語技能検定 受験状況 

 
奨励金交付対象 

受験者数 

検定料免除適用理由に 

よ 席者数(交付対象) 

交付対象者 

合 計 

検定料免除適用 

理由以外の 

席者(交付対象外) 

本会場受験 人   人   人  人   

 

 

 検定料免除適用理由以外の 席者(交付対象外) 

学年 組 番号 生 徒 氏 名 
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   宮 教育委員会 後援等 関 要綱 一部 改 要綱 

 

 宮 教育委員会 後援等 関 要綱 一部 次 う 改  

 第 条中 教育文化 教育文化 業等 共催 後援 許可 後援 協

力 承認 許可基準 承認基準 改  

 第 条 次 う 改  

第 条 こ 要綱 い 後援  各種団体 行う 業 い 教育委員会  

 そ 趣旨 賛 単 後援 義 使用させ こ いい 協力  

 各種団体 行う 業 い 教育委員会 そ 趣旨 賛 物品 貸 出   

 可能 範囲 援助 こ いう  

 第 条 見出 含 及び第 条中 許可 承認 改  

 第 条 見出 含 各号列記以外 部 中 許可 承認 条第 号

中 10日 30日 改  

 第 条 見出 含 中 許可 承認 改  

 第 号様式 第 号様式 次 う 改  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
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第 号様式 第 条関係  

 

後援 義使用等承認申請書 

      日�

宮 教育委員会教育長 様 �

住 所 

申請人 団体  

代表者               

電  

 

 こ 業 い 宮 教育委員会 後援 義使用等 承認 けたい  

関係資料 添え申請   

 

後 援 等  種  後 援  ・  協 力 

  業      称  

  業    目  的  

  業      容  

実施日又 期間      日       日   

実  施  場  所  

対象者及び予定人数 人 

参加料又 入場料 無  ・   (       ) 

添  付  書  類 

�当 業計 及び予算 参加料等 徴収 場合 �

�団体 規約 役員 簿 前 度 業実績 報告 書及び 前

度決算書 写 度 提出済 場合 省略 �

�

〒 
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第 号様式 第 条関係  

教発第    号 

        日 

 

後 援 義 使 用 等 承 認 書 

 

  

                 様 

宮 教育委員会 

                            教育長  

 

       日付け 申請 あ た後援等 い 次 承認  

 

後 援 等 種  後 援  ・  協 力 

業 称  

業 容  

実施日又 期間      日       日   

実 施 場 所  

参加料又 入場料      無 ・         

許 可 条 件 

 申請後 業計 変更 場合 業変更申請書 第 4 号様式

直ち 変更申請 行うこ  

 業終了後 30日以 業終了報告書 第5様式 提出 こ  

 業等 実施 こ 参加者 間 問題 生 た場合 主催

者 処理 こ  

 業 開催 あた 険防 等 十 配慮 こ  

 教育委員会 対 信頼 損 わ い う 十 配慮 こ  

許 可 消  
虚偽 申請 許可 けたこ 明 た場合 又 教育委員

会 消 必要 認 た場合 そ 許可 消 こ あ  

免 責 
い 場合 い 申請者 け 損害 対 教育委員会

一 そ 責 負わ い  
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第 号様式 第 条関係  

                       

                                教第   号 

                                    日 

�

�

       様                   �

�

                               宮 教育委員会�

                               教育長�

�

�

             後援 義使用等不承認通知書�

�

�

       日付け 申請 あ た後援 義使用等承認申請書   �

承認基準 適合 いた 承認 せ �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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第 号様式 第 条関係 �

�

�

               業 変 更 申 請 書�

�

                                   日�

�

�

宮 教育委員会教育長 様�

                           住 所�

                       申請人 団 体�

                           代表者         �

                           電 �

�

        日付け 教第   号 承認 あ た 業 容 変更 生 た   �

 申請  �

�

変更 項 �

 �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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第 号様式 第 条関係  

 

 業 終 了 報 告 書 

      日�

宮 教育委員会教育長 様�

住 所 

申請人 団体  

代表者                

電  

 

 宮 教育委員会 後援等 け 実施 た 業 次 終了 た

報告   

 

後 援 等  種  後 援  ・  協 力 

  業      称  

実施日又 期間     日       日   

実  施  場  所  

参加料又 入場料 無  ・   (       ) 

参  加  人  数 人 

  業    効  果 
�

 

   附 則�

 こ 要綱 成31 日 施行  

 

 

 

 

〒 
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二宮町教科用図書採択検討委員会設置要綱を廃止する要綱 

 

 二宮町教科用図書採択検討委員会設置要綱 廃止する  

 

附 則 

こ 要綱 成 31 ４月１日から施行する  
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二宮町教育支援委員会設置要綱を廃止する要綱 

 

 二宮町教育支援委員会設置要綱 廃止する  

 

附 則 

こ 要綱 成 31 ４月１日から施行する  

















































成 度 月教育委員会議定例会予定 

 

 

 日 時  成 月 日 木 時 分から 

 場 所  宮 民センタ  Ａクラブ室 

 付議 項 

 宮 立学校再配置実施計 案 つい  

 成 度 宮 立小 中学校 使用する教科用図書の採択方針 つい  

 報告･協議 項 

  小 中学校学級編制及び児童生徒数 つい  

  その他 

 

 

定例会終了後 学校給食試食 給食費を当日徴収させ い きます  

時 分 第 回総合教育会議 第一会議室  

 

 

※ 出席を要する主 行  

月 日 土          宮西中学校体育祭 

月 日 木  時 分      月教育委員会議定例会 Ａクラブ室  

        時 分   総合教育会議 

月 日 土          宮中学校汐鳴祭 体育の部  

月 日 金          関東甲信越静市 村教育委員会連合会総会 山梨県  

月 日 土          宮小学校運動会 一色小学校運動会 

 

 


